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平成 28年度 

第 2回六甲アイランドまちかどネット定例会議議事録 

 

開催日時：平成 28年 5月 22日  16：00～17：15 

開催場所：RICふれあい会館 

出席者  ：六甲アイランドまちかどネット事務局    柏井、宮脇、多喜、林田 

     六甲アイランド防災福祉コミュニティ    欠席 

     六甲アイランド CITY自治会        實光、塩野 

     向洋婦人会                濱、舟元 

     六甲アイランド地域振興会         前田 

     向洋ふれあいのまちづくり協議会      山本、小林 

     六甲アイランドふれあいのまちづくり協議会 徳 

     六甲アイランドまちづくり協議会      高橋、岡本 

     青少年育成協議会向洋支部         大塚、高橋 

     青少年育成協議会六アイ支部        塩入 

     RIC応援団                欠席 

     向洋地区民生委員児童委員協議会      福本、横川、増田、古川 

     社会福祉法人協同の苑           中島 

     NPO法人きょうどうのわ          林 

     オリーブの会               池田 

     神戸市市民参画推進局市民協働推進課    竹原、垣田 

     神戸市東灘区まちづくり課         浅野、松田 

     コンサルタント              (株)都市調査計画事務所 新田 

     東灘区保健福祉部こども家庭支援課 他 

                          渋谷、福岡、井田 

 

議題 

１．「サテライト☆おあしす」に関する情報共有：詳細別紙資料 

  区こども家庭支援課より 

  １）「おあしす」：東灘区役所のみの開催であったものを平成 28年 6月より六アイでも 

ＲＩＣふれあい会館に於いて開催。(事前申込不要) 

対象：１歳児程度までの子どもとその保護者・プレママ 

内容：ママ・赤ちゃん・妊婦との交流 

実施主体：東灘区保健福祉部こども家庭支援課、地域子育て支援センター 

  ２）東灘区「０歳時期の親子の絆づくり講座」の紹介 

    平成 25 年度に御影地域をモデル地区として開始。平成 28 年度より、向洋地区は地域

福祉センターにて開催。 (申込制) 

対象：2～5か月児を初めて育てている母親と子ども 

内容：育児に関するテーマについて話し合う 

実施主体：区こども家庭支援課 
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●情報・交流センターにチラシ配布 

 

２．「六アイ情報・交流センター」概要報告：詳細別紙資料 

  １）来館者数 4月 14日～5月 10日 1日平均 30名(午前 10、午後 12、夜間 8) 

  ２）特記 ①展示パネルの取替 ②チラシをジャンル別に整理 ③資料類をファイル綴りに

整理 ④ボランティア関係：センター運営ボランティア 38名、ボランティア保険加入、

ボランティア会議開催、260 名ボランティアに対する呼びかけ(環境・防犯・高齢者・

子育てなどの分野で)を 6月に予定 

  ３）ネット参加団体各代表者等へお願い 

    ①センターへの来館・口コミ ②各団体の活動状況の紹介、人材募集等の働き 

    かけ 

 

３．参加団体等及びメンバーの登録結果報告：詳細別紙資料 

  団体名(14 団体)：六甲アイランド防災福祉コミュニティ、六甲アイランド CITY自治 

  会、向洋婦人会、六甲アイランド地域振興会、向洋ふれあいのまちづくり協議会、六甲アイ

ランドふれあいのまちづくり協議会、六甲アイランドまちづくり協議会、青少年育成協議会

向洋支部、青少年育成協議会六アイ支部、RIC 応援団、向洋地区民生委員児童委員協議会、

社会福祉法人 協同の苑、NPO法人 きょうどうのわ、オリーブの会 

 

４．新年度の活動予算(案)：詳細別紙資料 

  コミコミ活動「外国人向け暮らし情報提供」申請が承認された場合、区助成金 30 万円が収

入の部に入り、総額 567,800円が平成 28年度予算として活動テーマに支出されることにな

る。 

 

５．「まちかどネット事務局規約」改訂(案)：詳細別紙資料 

  １）改訂する背景・理由：平成 28年 3月末をもって、神戸市とのパートナーシップ協 

    定期間が満了し、「六甲アイランドまちかどネット事務局規約」は改訂し、「六甲アイラ

ンドまちかどネット規約」に衣替えをするものであり、今後も地域として自律的な活動

を継続していくことは確認されている。 

  ２）本規約は平成 28年 5月 22日に一部改正し、実効される。 

    第 1条(名称と目的)、第 2条(事務所)、第 3条(組織)、第 5条(役員及びその職務)第 8条

(定例会議の協議事項)、第 10条(活動報告等)、第 11条(その他必要事項) 

 

６．各団体からの情報提供・共有 

  １）向洋ふれあいのまちづくり協議会：向洋地域福祉センターの活動予定 

  ２）きょうどうのわ：「なんでも相談サロン」参加者・参加グループの募集 

  ３）ネット事務局：情報・交流センターの存在意義を広めるためにご協力を 

 

次回：事務局会議 6月 13日(月)14：00～ 於ふれあい会館 

   定例会議  6月 19日(日)16：00～ 於ふれあい会館 


